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青
森
県
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
採
捕
の
数
量
等
の
報
告
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る 

規
則 

 

青
森
県
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
採
捕
の
数
量
等
の
報
告
に
関
す
る
規
則
（
平
成
八
年
十
二
月
青
森

県
規
則
第
百
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
一
号
中
「
第
七
条
第
四
号
」
を
「
第
七
条
第
二
号
ニ
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第

七
条
第
十
二
号
」
を
「
第
七
条
第
二
号
ヲ
」
に
、
「
同
条
第
十
三
号
」
を
「
同
号
ワ
」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


